
滋賀県市町村職員退職手当組合職員採用試験(令和 9 年度採用)公告 

 

滋賀県市町村職員退職手当組合職員採用試験（令和 9 年度採用）を次のとおり行います。 

 

令和８年３月２３日 

 

滋賀県市町村職員退職手当組合 

組合長 伊 藤 定 勉 

 

記 

 

1 職種及び採用予定人員 

  一般事務 1 名程度 

 

2 受験資格 

  平成 8 年 4 月 2 日から平成 17 年 4 月 1 日までに生まれた人（令和 9 年 4 月 1 日時点で 22 

歳～30 歳の人。学歴不問。） 

  ただし、次のいずれかに該当する人は、受験できません。 

 ア 日本国籍を有しない人 

 イ 拘禁刑以上の刑または懲役もしくは禁錮に処せられ、その執行を終わるまでまたはその

執行を受けることがなくなるまでの人 

 ウ 本組合職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から 2 年を経過しない人 

 エ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破

壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した人 

 

3 職務の内容 

  本組合事務局において、一般行政事務に従事します。 

  本組合は、滋賀県内 6 市 6 町 10 一部事務組合 1 広域連合で組織し、これら構成団体の職員

の退職手当の支給に関する事務と負担金納入事務を共同処理している特別地方公共団体(地方

自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 284 条第 2 項の規定に基づく一部事務組合)であり、本組

合の職員は地方公務員です。 

  なお、本組合の事務のほか、県内市町等で構成する他の一部事務組合等の事務に従事してい

ただく場合があります。 

 

4 試験の日程および内容 

（１）一次試験（テストセンター方式） 

  ①日程  令和 8 年 6 月 6 日（土）～令和 8 年 6 月 28 日（日） 

上記の期間のうち受験者が選択する日に、受験会場(全国に設置されているテストセン

ター)に設置のパソコンを使用し、受験していただきます。 



   ②試験科目  

ア．職務適応性検査：【150 項目 20 分間】 

公的部門の職員としての職務への適応性を、ポイントを絞って性格傾向の面からみる

検査 

イ．職務能力試験：【60 題 1 時間】 

地方行政への関心と理解、文章を正確に理解し事務を円滑に遂行する能力、論理的に 

思考し判断する能力、現状や統計等の資料を分析し課題を発見する能力、国内外の社会 

情勢への理解と新たな課題（地球環境、ICT 化等）に対応するための基礎知識 

※基礎的な内容が出題されますので、特別な対策や勉強は不要です。 

※「国内外の社会情勢への理解等」の問題では、公的部門の職員として必要な基礎知識 

（社会常識や義務教育の中で学んだことなど）や、ニュース等で報道された内容が出 

題されます。 

   ③合格発表  

試験の結果に基づいて合否を決定のうえ、令和 8 年 7 月中旬までに受験者全員に

文書で通知します。 

なお、電話での合否の問い合わせについては、いかなる場合にも応じません。 

（２）二次試験以降 

    第一次試験合格者に別途文書でご案内します。 

 

5 受験手続 

「滋賀県市町村職員退職手当組合職員採用試験（令和 9 年度採用）受験申込書」（以下「受

験申込書」という。）および「滋賀県市町村職員退職手当組合職員採用試験（令和 9 年度採

用）受験者情報登録シート」（以下「受験者情報登録シート」という。）を提出してください。 

（１）受験申込書 

①入手方法 

本組合ホームページ（http://www.shiga-chousonkai.jp/）からダウンロードしＡ4 用紙に

印刷してください。 

諸事情によりダウンロードができない場合は、本組合での直接受取も可能です。ただし、

郵送、宅配便での送付依頼には応じかねますので、予めご了承ください。  

   ②申込手続 

    「受験申込書」に受験者本人が【記入に際しての注意事項】に留意の上、必要事項を記

入し、申込前 1 か月以内に撮影した無帽上半身正面向きの写真（縦 4.5cm・横 3.5cm）を

所定の箇所に貼付後提出してください。 

    写真の貼付が無いものは受付をいたしませんのでご注意ください。 

③提出方法 

 「採用試験受験申込書在中」と朱書きした封筒に「受験申込書」を同封し、下記申込先 

に郵送又は持参してください。郵送する場合は、簡易書留郵便にして送付してください。 

     【申込先】〒520-0807 大津市松本一丁目 2 番 1 号 滋賀県大津合同庁舎 5 階  

滋賀県市町村職員退職手当組合  



（２）受験者情報登録シート 

     本組合ホームページから「受験者情報登録シート」（Excel 形式）をダウンロードし、必

要事項を記入し、「受験申込書」提出後に、下記アドレスへ送信してください。 

   「受験者情報登録シート」へ入力したメールアドレスに、試験会場の予約サイト等の案内

が送付されます。 

      送付先アドレス：shiken@shiga-chousonkai.jp 

      件     名：（受験者氏名）「受験者情報登録シート送付」 

（３）申込受付期間 

 令和８年４月 1 日（水）から令和８年５月８日（金） 

「受験申込書」を郵送の場合は、令和 8 年 5 月８日（金）までに事務局必着のものに限り

受付けます。持参する場合は、土日・祝日を除く午前 8 時 30 分から午後 5 時 15 分まで

受付けます。 

「受験者情報登録シート」は上記の期間内に送信ください。 

（４）その他 

    申込書等、提出いただいた書類は一切お返ししません。本組合が取得した個人情報につ

いては、今回の滋賀県市町村職員退職手当組合職員採用試験の円滑な実施のために用い

それ以外の目的には使用しません。 

 

6 一次試験（テストセンター方式）の手続きおよび注意事項 

（１）試験会場予約用メール「受験用 ID 発行のお知らせ」の受信へ向けた注意事項 

    受験申込受付期間終了後、5 月 13 日（水）までに下記メールアドレスから試験会場の

予約に必用となる「マイページ URL」「ログイン ID およびパスワード」が記載されたメー

ル（受験用 ID 発行のお知らせ）が送信されますのでメールが届きましたら、予約サイト

にログインし、一次試験の会場と日時を予約してください。 

   メール発信元：no-reply@cbt.j2-cloud.jp 

    試験会場は、全国に約 190 か所設置されています。受験者にて、受験可能な会場、日 

   時を選択してください。 

 

①上記期日までにメールが届かない場合 

    滋賀県市町村職員退職手当組合までお問い合わせください。なお、メールが受信でき 

   ずお問い合わせいただけなかった場合、当方から ID・パスワードの再通知はいたしませ 

ん。その場合、受験ができなくなる場合がございますのでご注意ください。 

  ②受信設定ご確認のお願い 

    あらかじめ、上記メールアドレスからのメールが受け取れる設定（cbt.j2-cloud.jp の 

ドメインを許可）にしておいてくださいＧmail や Yahoo!メールなどのフリーメールアドレ 

ス、icloud をご利用の場合、迷惑メールフォルダへ自動で振り分けされてしまう場合がご 

ざいますのでご注意ください。 

また、法人用のメールアドレスや携帯電話のメールアドレスをご利用の場合、セキュリ 

ティ設定や迷惑メールフィルタ機能により自動的に受信拒否となってしまう可能性がご 



ざいますので、必ず事前に受信設定をご確認ください。 

（２）受験キャンセルに関する注意事項 

 会場予約後に受験をキャンセルされる場合には、受験日の１営業日前（年末年始と土日祝

日を除く１日前）の 17 時までに、必ずマイページ上から予約キャンセル手続きを行って

ください。なお、キャンセル期限の 2 日前には上記アドレスより受験予約のリマインドメ

ールを送信いたしますので、あわせてご参照ください。 

〈キャンセル期限について〉 

    例 1：水曜日が受験日の場合→火曜日の１７時がキャンセル期限となります。 

    例 2：土曜日、日曜日又は月曜日が受験日の場合→金曜日の１７時がキャンセル期限と

なります。 

（３）会場予約に関する注意事項 

   ログイン ID、パスワードおよびマイページ URL を受領されたら、お早めに会場予約を行 

ってください。なお、会場の空き状況に応じて受験会場・受験日時のご希望に応えられな 

い場合がございます。 

   

７ 採用 

（１）試験の結果、適任者がいない場合は、採用を見合わせることがあります。 

（２）受験資格がないこと、受験申込書、受験者情報登録シートの記載事項が正しくないことが

判明した場合は合格を取り消します。 

（３）最終合格者は、採用候補者名簿に登載します。採用候補者名簿登載は、採用候補者資格を

取得した者であり、採用決定者ではありません。 

（４）採用決定者には、別途通知し、原則として令和９年４月 1 日に採用されます。 

 

８ 給与 

給与については、滋賀県市町村職員退職手当組合給与条例に基づき支給されます。 

職務経験のある方については、それに応じて、一定の基準により加算されることがあり 

ます。 

 給料は、月額 249,400 円（地域手当を含みます。）です。このほかに、地域手当、扶養手

当、通勤手当、住居手当、時間外勤務手当、期末・勤勉手当等が、それぞれの条件に応じ支

給されます。この額は令和 8 年 4 月 1 日時点のものです。 

 ただし、給与等は、条例等の改正（給与改定等）により変更されることがあります。 

 

9 問い合わせ先 

   不明な点は、下記までお問い合わせください。 

 
〒520-0807 

 滋賀県大津市松本一丁目 2 番 1 号 滋賀県大津合同庁舎 5 階 

 滋賀県市町村職員退職手当組合 担当：友岡、岡本、井口 

電話番号 077-526-2222 


